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はじめに～セマウル運動研究の今日的意義

　1970年に始められた韓国の農村開発運動・セ
マウル運動1は、単に営農方式の改善や農村のイ

ンフラ建設を進めるというものにとどまらず、農

村部における生活全般の近代化を試みるもので

あった。本稿は、1970年代にこのセマウル運動
と関連する形で進められた韓国の農村金融の変化

を取り上げるものである。

　韓国本国におけるセマウル運動は、1970年よ
り村落共同体の主体性に根差した農村開発政策と

して始められ、公式には政府が農民や村落の自主

的な開発事業を側面支援するという方式で進めら

れた。そして1979年に提唱者であった大統領・
朴正煕が死去した後、当初ほどの注目を浴びるこ

とはなくなっていた。しかし、2004年にコンゴ
民主共和国でセマウル運動を模範とした農村開発

が始められたのを皮切りに、2006年には中国政
府がセマウル運動を自国の農村開発に導入する方

針を決めるなど、ここ10年ほどの間にセマウル
運動を自国に導入しようという発展途上国は増加

している。これに対して韓国政府は、後述するよ

うに2011年にセマウル運動の手法を盛り込んだ
ODA（政府開発援助）計画を閣議決定するなど、

同運動を積極的に海外へ広めようという姿勢を

とっている。

　こうした動きの背景としては、セマウル運動の

手法を他の発展途上国の農村開発に援用できると

いう認識があるものと思われる。しかし、これま

で社会科学の諸分野において行われてきたセマウ

ル運動研究を概観すると、同運動に基づいて行わ

れた諸事業の経済効果の分析が圧倒的多数を占め

ており、同運動と韓国農村の社会文化的背景がど

のような関連性を持っているのかについて分析を

試みたものは極めて少ない。

　1.で詳述するように、セマウル運動は所得向上
という経済的な目標を掲げたものであり、その成

果を明らかにすることは、現在セマウル運動を導

入している途上国にとっても意義のあることであ

る。しかし、公式には村落単位の自主的な取り組

みによる農村開発を標榜していたセマウル運動

が、実際には農民に無償労働という負担を強いた

り（パク・チナン , 2005, pp. 102-119）、政府に
よる近代化を目標とした疑似宗教という面を持っ

ていたりする（イ・ジス , 2010, p. 59）など、中
央集権的かつ動員型の特徴を持っていたことを考

慮するとき、この運動が農民にどのような影響を

与えたのか、経済指標以外の面から検討を行うこ
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とには一定の意義があると思われる。特に、近年

途上国がセマウル運動に関心を寄せる背景に、同

運動を地域共同体主導型開発の嚆矢と捉える認識

がある（Gupta et al. 2000）ことを考えるならば、
同運動が本当に公式通り村落共同体の主体性に基

づくものであったのかを考察することは、重要性

を帯びた課題である。

　また、1970年代の韓国では、セマウル運動以
外にも農村を対象とした政策が数多く行われてい

たが、それらセマウル運動と同時並行で行われた

諸政策が同国の農村にどのような影響を与えたの

かについて考察した先行研究は少ない。そこで本

研究は、セマウル運動期の韓国の農村政策が同国

の農村社会に与えた影響を多角的に捉える試みの

一つとして、セマウル運動および同運動と並行し

て行われた農村金融政策を取り上げる。本論の中

で詳述されるように、セマウル運動と時を同じく

して、韓国政府は農村で正規金融機関の設立を進

める政策を行った。本研究は、これら同時に行わ

れた2つの政策が、農村住民が地縁的つながりか
ら得る便益をどう変化させたのかについて、社会

学におけるソーシャル・キャピタル論を理論的基

盤としつつ、1970年代の韓国農村で広く行われ
ていた私金融の点から見ていくこととする。

　なお、セマウル運動は1970年に大統領府およ
び内務省の直轄事業として始められ、1980年に
内務省の外郭団体・セマウル運動中央会の事業へ

と移行した後、活動規模の縮小や活動領域の変更

を伴いながらも現在に至るまで続けられている

が、本稿では政府の農村政策を分析するという観

点から、同運動が政府直轄事業として推進された

1970年代のみを考察対象とする。

１．セマウル運動の背景及び概要

　ここではまず、セマウル運動の背景および概要

について述べておきたい。

　韓国政府は1962年より経済開発五カ年計画に

基づく工業化政策を進めていたが、この政策は工

業の生産拠点が立地し、工場労働者が居住する都

市部の所得水準を引き上げることに成功する一方

で、工業化の恩恵に直接与ることのない農村部と

の所得格差を広げていた。1969年の時点でみる
と、韓国の総人口の54％が農村部に居住してい
たが、その農村居住者の所得水準は、都市居住者

の70％に過ぎず（イ・マンガプ , 1981, pp. 160-
180. 韓国農村経済研究院 , 1978, p. 11）、政府は
両者の所得格差を解消する施策を模索していた。

その結果として1970年4月に開始されたのが、
セマウル運動である。

　セマウル運動は、公式には農村住民が自助・

自立の精神に基づき、主体的に生活環境の改善

と所得水準の向上に取り組む運動として推進さ

れた２。具体的には、全国の農村部を約32000の
集落に分けた上で、各集落にセマウル指導者と呼

ばれる運動員を一名ずつ選出させ、各々の集落が

セマウル指導者を中心に農業の効率化や新たな産

業の振興を進めるという形で進められた。政府は、

セマウル指導者のための研修機関を設けたり、各

集落にセメントなどの資材を配布したりするなど

の間接的支援は行ったものの、それらを用いた具

体的な施策については各集落の自主性に委ねるこ

ととした。

　他方で政府は、上述した約32000の集落を供与
された資材の利用効率などを基に格付けし、所得

向上に向けた自主的な努力が見られない集落に対

して財政支援減額などの懲罰的措置をとる一方、

資材の有効活用や産業振興で成果を見せた集落に

ついては、大統領自らがこれを表彰した（イ・ジ

ス , 2010, p. 70）。セマウル指導者に対する研修
も、効率的な農法といった技術的な内容よりも、

政府の推進する近代化政策の重要性を理解させる

といった精神的な内容が中心であったとされる

（Han, 2004, pp. 69-83）。
　セマウル運動は、農道整備や電化率の向上など

といったインフラ整備の面においては高い成果
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を上げた。電化率が1970年の全国平均15％から
1974年の同60％に上昇し、また農道についても
全国の農村に45000kmが整備されるなど、国税
20億ウォン、地方税16億ウォンの財政出動に対
して、その投資効果は316億ウォンに上ったとさ
れる（プ・グァンシクほか , 1974, pp. 3-20）。ま
たセマウル運動中央会によれば、この時期農村

住民の所得水準は大きく向上し、前述のように

1969年時点で都市住民の70％であった農村住民
の所得水準が、1975年には110％に達した（韓
国農村経済研究院 , 1978, p. 11）。
　しかしながら、1979年の朴正煕大統領暗殺事
件の後に大統領となった全斗煥は、同運動を政府

の直轄事業から公益法人・セマウル運動中央会に

よる間接事業へと事実上降格させた。間接事業と

なったセマウル運動は、農村住民に対する法的な

強制力を持たなくなった上、運動内容を過疎化す

る農村の振興や地域住民による奉仕活動の奨励な

ど、グラスルーツなものへと切り替えていった。

そして、現在に至るまでその活動を続けている。

　地域清掃などの奉仕活動を奨励するようになっ

たセマウル運動は、ライオンズクラブやロータ

リークラブなどのように、同様の活動をする団体

が他にいくつもあることなどから、かつてのよう

に農村開発の一環として注目されることもなく

なっていったが、2000年代に入り、1970年代の
セマウル運動が農村開発政策として再評価される

ようになると、セマウル運動中央会は朴政権下

における同運動を、政府主導の画一的開発政策

ではなく地域共同体の自主性を重んじた開発の

先駆けであるとして、国内外に宣伝するように

なった３。2004年にコンゴ民主共和国の農村指導
者に対して同運動の手法を教授する研修を行った

（Classen, 2009）のを皮切りに、2006年には中
国の農村開発関係者1万人以上を韓国に招聘して
研修を受けさせるプログラムが発表される（『民

団新聞』2006年10月25日付）など、セマウル
運動の手法を学ぶために韓国を訪れる発展途上国

の公務員は増加傾向を示している。また、中国共

産党が2006年にセマウル運動を参考にした新農
村建設運動を発表する（呉 , 2008）など、セマウ
ル運動の手法を取り入れようという動きは途上国

側にも広がっている。こうした状況を受けて、韓

国政府は2011年5月、セマウル運動をODAプロ
グラムの一環として行っていく方針を国務会議

（閣議）において決定した（国家政策調整会議 , 
2011）。

２．ソーシャル・キャピタルにおける社会ネッ
トワーク～理論的基盤として

　本研究は、セマウル運動ないしセマウル運動と

同時期に展開された農村金融政策のパフォーマン

スを測る尺度として、社会学におけるソーシャル・

キャピタルを用いることとする。ここでソーシャ

ル・キャピタルを用いるのは、このモデルが、所

得やインフラ整備率といった経済指標以外の観点

から農村住民の便益を、客観性を損なわない形で

見ていくことができると考えられるためである。

　社会学においてソーシャル・キャピタルは、あ

る共同体に属する成員が、その共同体内における

地位や他の成員との関係を通じて得られる社会

的・経済的便益を計るモデルとして発達した４。

例えばナン・リンは、ソーシャル・キャピタルを

「ある共同体の成員が、その共同体内において他

の成員とネットワークを構築することで獲得でき

る便益」と定義付けた上で、ある成員が共同体の

周縁的な立場に身を置く場合、その成員は所属す

る共同体の他の成員から便宜を図ってもらうこと

が難しくなる反面、境界線を越えて他の共同体と

のつながりから一定の便宜を獲得できるとしてい

る（Lin, 1999, pp. 36-37）。同時にリンは、ある
共同体の中心的な地位にある成員は、他の共同体

とのつながりを介した便宜供与を期待できない半

面、所属する共同体内で周縁的な成員よりも多く

の便宜を期待できるとしている（Lin, 1999, pp. 
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36-37）。
　本研究は、共同体内における位置と便益の関連

性にまで踏み込むことは想定していない。しかし、

社会の構成員が自らの持つ経済的資源や能力の多

寡とは別に、他人との関係によって便益を得るこ

と、そしてそれが当該構成員の経済的・社会的ス

テータスに影響を与えるという考え方は、これま

での農村研究ではあまり用いられなかった理論的

視座として、援用できるものと考えられる。農村

社会におけるネットワークと便益の関係という点

において原（福与）は、従来の農村研究で一般的

だった世帯や集落などの社会的単位を用いず、個

人間のネットワークという観点を用いることによ

り、日本の農村社会において女性が婚姻前から継

承した人間関係と婚姻後に形成した人間関係を使

い分けつつ、そこから生活上のサポートを得てい

ることを実証している（原（福与）、2009）。
　こうした点を踏まえて本研究は、「ある共同体

に属する成員が、その共同体の他の成員との間に

構築し、経済的・社会的便益を得られるようにす

るネットワーク」をソーシャル・キャピタルと位

置付けた上で、1970年代セマウル運動および同
時期に行われた農村政策の推進が、農村住民が自

らの所属する共同体から得ている便益の多寡にど

う影響したのかを見ていくこととする。仮にセマ

ウル運動期の韓国農村政策が、政府が同運動にお

いて掲げた公式上の理念通りに推進されていれ

ば、農村住民が自ら所属する共同体から得る便益

は増加するものと思われる。逆に、当該政策が理

念とは異なった形で、特に前述の先行研究が指摘

したように中央集権的な手法によって展開されて

いた場合には、共同体から得られる便益は増加し

ないか、或いは減少するものと思われる。

　但し、一口に共同体といっても、地縁に基づく

ものや血縁に基づくもの、或いは学閥に基づくも

のなど、その形態や性質は多様である。そこで次

章では、韓国の農村社会で住民に経済的・社会的

便益を与えているネットワークにはどのようなも

のがあるのか、そしてそれがどのような特徴を有

しているのかについて見ていくこととしたい。

３．1970年代初頭の韓国農村における社会
ネットワークの特徴

　韓国の農村部における社会ネットワークを巡っ

ては、日本の文化人類学における豊富な蓄積があ

る。これら先行研究の多くが共通して指摘するの

は、同国では血縁を基盤とした極めて強固なネッ

トワークが形成されているということである５。

ここで言う血縁とは、「本貫（본관）」と呼ばれる

共通の出身地を持ち、なおかつ共通の姓を有して

いる人々のつながりを意味する。共通の出身地と

は、あくまで数世代も前に先祖が住んでいた土地

であるに過ぎず、その子孫が住んでいる土地とは

必ずしも一致しないが、本貫と姓が共通している

人々の集団は「同姓同本（동성동본）」と呼ばれ、

社会的のみならず、法的にも一個の「閉じた」血

縁集団として認知されることが多い（パク・チョ

ンジュ , 2007）６。
　同姓同本に属する男性は、「族譜（족보）」と呼

ばれる台帳に名前が記載される。族譜はおよそ

30～ 50年の周期で更新が行われるが、共通の祖
先から始まって当該更新が行われる時点の世代に

至るまで、本貫と姓の双方を同じくする全ての男

性について、名前や生没年、別名、同族集団内で

派閥が形成されている場合にはその所属派閥など

が漏れなく記述されるため、本貫や姓の異なる者

が同姓同本集団に紛れ込んだり、その内部関係者

となることはほぼ不可能である７。

　同姓同本集団は、共通の出身地を持つ一方で、

先述のように必ずしも当該出身地に居住している

とは限らない。むしろ、共通の祖先は数十世代前

にも遡ることが珍しくないため、当該祖先の時代

から数百年もの歳月を経るなかで居住地が分散し

ていることの方が普通である。この点に関連して

服部民夫は、特に朝鮮王朝時代の上流階級・両班
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の婚姻対象が居住村落を超えて他の郡へと広がっ

ていた点を指摘している（服部 , 1992, pp. 147-
150）。村落の境界線を跨いだ通婚が何世代にも
渡って繰り返されることで、先祖の出身地とは全

く違う場所で生まれ育つ者も出てくる８。

　しかし、居住地が相互に離れていても、同姓同

本集団は共通の先祖崇拝を行うことで仲間意識を

持ちつつ、現実の利害関係も共有している（服

部 , 1992, p. 140）。具体的には、国会・地方議会
議員候補者の選定、就職や転職の斡旋、起業する

際のパートナーの人選といった職業に関する協力

は、この同姓同本集団に支えられるところが少な

くなく、旧両班の場合、その傾向は顕著である９。

また、職業ごとのプレステージの有無が厳然と存

在する韓国社会では、より社会的地位が高い異性

との結婚が重要な課題となるが、この婚姻の仲介

を行うのも、同姓同本集団である（伊藤 , 2008, 
pp. 92-113）。この同姓同本集団の機能を強化す
る要素として作用しているのが、朱子学を基盤と

した儒教思想である（服部 , 1992, pp. 6-9）。こ
の思想に基づくならば、年上の世代は若い世代に

対して上述の便宜供与を図り、若い世代は年上の

世代に対して従うという関係が成立する。

　他方で、農村に限らず、また少なくとも朝鮮王

朝末期から現在に至るまで、韓国は人口流動性が

極めて高いという特徴を持つ10。林史樹によれば、

引越しもしくは海外移住をする韓国人の対人口比

率は毎年20％を超えており、日本人のそれが毎
年5％弱であるのに比して高い数字であるとして
いる（林 , 2008, p. 10）。
　こうした流動性の高さを反映してか、韓国では

居住地を基盤とした地域共同体は極めて緩やかな

ものとなる傾向がある。韓国における地域を基盤

とした伝統的な協力関係は、「契（계）」と総称

されるが11、それは必ずしも成員が固定的であっ

たり、内外の境界線が厳格に線引きされている

ものではない（伊藤 , 1974, pp. 167-180）。また、
1970年代までの韓国農村では契の他に「トゥレ

（두레）」ないし「プマシ（품앗이）」と呼ばれる

農作業の相互扶助が広範に行われていたが、これ

ら相互扶助も、固定的な構成員から成る排他的な

集団を以って行うのではなく、その時々の必要に

応じてメンバーを集め、行われるという性質のも

のだった（崔 , 1979, pp. 276-285）。
　一つの集落を単位とし、当該集落の住民全員を

成員とする契は一般に「大洞契（대동계）」と称

されるが、ある集落に大洞契以外の契が存在しな

い、という状況は皆無である。農村集落に住む住

民たちは大洞契に属しつつ、それとは別に金融目

的の契を利害関係の一致する者同士で組んだり、

共通の趣味を有する者同士で同好会にも似た契を

組んだりするため、常に複数の契を抱えている状

態にある12。そして、これら一部の住民同士で構

成される契は、当初の目的を達成したり、構成員

が高齢化したりすると、解散もしくは自然消滅す

る。また、契の運営者や融資対象者などは抽選で

決められることが慣例化しているため、成員相互

の上下関係も生じにくい。

　上の記述からは、韓国における地縁関係は血縁

関係に比して緩やかであり、住民が前者から得て

いる便益は、婚姻や職業の斡旋といった後者から

得られる利益に比して限定的と見ることもできる

が、それは、契が同姓同本集団に比して重要でな

いということを意味するものではない。長い歳月

を経る中で地理的に分散している同姓同本集団

は、結婚や就職といった重要度の高い問題で協力

を行うことはできても、耕作地の水利改善や、少

額の資金の融通などで日常的な協力を行うことは

難しい。また、先述のように同姓同本集団は世代

ごとの上下関係が厳格であるため、上の世代が勧

めてきた事柄を下の世代が拒めないといった硬直

性も少なからず有している。こうした同姓同本の

つながりの限界を補うものとして、契は農村住民

に日常生活に関する便宜を提供するものと捉える

ことができる。

　上述の内容を言い換えるのであれば、韓国の農
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村住民は、伝統的に血縁と地縁という、相互に異

なった二つのネットワークからそれぞれ異種の便

益を得ていたと見ることができる。

崔在錫は、契を通じた地縁的便益の中で最も多く

の住民が関わっていたのが、金融のための契（以

下、金融契）であったとしている。1971年に彼
が行った調査によれば、韓国農村部において金融

契に参加している世帯は全体の93％に達し、こ
れは、全住民を半強制的に成員とする大洞契を除

くと、住民の自主的な参加に基づく契として最

も高い参加率であったとしている（崔 , 1979, pp. 
285-294）。
　では、こうした血縁・地縁という二重の社会関

係からそれぞれ異なる便益を得ていた韓国農村住

民の生活は、セマウル運動期の政府の施策によっ

てどう変化したのか、次章ではその点について、

セマウル運動が農村集落という地域共同体により

深く関係する政策であったことに鑑み、地縁によ

る便益の変遷に論点を絞って見ていくこととす

る。但し、地縁によって得られる多種多様な便益

を網羅的に捉えることは紙幅の関係上困難である

ため、ここでは地縁を通じて得られる便益の代表

例として、上述の金融契の変遷を見ていくことと

する。

４．セマウル運動下で残存した農村私金融～
利殖としての金融契

　韓国の農村部では同国経済が高度成長を始めた

1960年代半ばを過ぎても、農民が融資を受けら
れる正規金融機関13が存在しなかった。当時の商

業銀行は、「官治金融（관치금융）」と呼ばれる政

府の強い統制の下、都市部の工業部門および政府

の指定した重要事業を担う諸財閥への融資に特化

しており、農村を対象とした融資業務は原則とし

て行っていなかった（植木 , 1969）。また農協は、
1969年に農村部において相互金融業務を開始し
たが、同国の農協組織は、経済事業で生じた赤字

を金融事業の黒字で相殺することが恒常化してお

り、経済事業においては一定の農民支援を行って

いたものの、金融事業においては利潤獲得を重視

する傾向にあった（藤野 , 2011）。さらに当時は、
農協が収穫物の高価での買上げを確約しておきな

がら、後にそれを反故にするといった事例も発生

しており、農村住民と農協組織との関係は必ずし

も円滑には進んでいなかった（民主化運動記念事

業会 , 2007）。こうした中、1974年に全羅南道・
珍島の契組織についてフィールド・ワークを行っ

た伊藤亜人は、私金融、とりわけ金融契が事実上

農村住民にとって唯一の金融組織であったとして

いる（伊藤 , 1974, pp. 212）14。当時の韓国には日
本でいうところの高利貸に相当する私金融業者も

いたため、農村部で契以外の金融形態が全く見ら

れなかったとは考えにくいが、上述の状況を考慮

すれば、1970年代初頭の韓国農村における正規
金融機関の活動は極めて限定されたものであった

と見ることができる。

　金融契のシステムは、日本の頼母子講と類似し

ている（崔 , 1979, pp. 291-295）。まず近隣住民
同士が集まり、構成員の確定を行うと同時に、契

の運営責任者を抽選で決める。運営責任者となっ

た住民は、各構成員から資金を預かり、それを債

務者たる構成員に貸与する。但し、金融契に加わ

り、掛金を拠出する者が必ずしも資金の借入需要

を抱えているとは限らず、掛金を拠出し、利息収

入を求める一方で自らは貸付の対象にならない旨

を宣言する構成員も一般的だった。こうした場合、

契の運営責任者は、集めた掛金を営利目的で私

金融を行っている業者に高利で貸し付けていた。

1970年代初頭まで韓国における私金融は、金融
契のような個人を主たる資金拠出者とし、比較的

小額の資金を運用する形態と、企業を主たる貸付

先として比較的多額の資金を営利目的で貸し付け

る形態からなる二重構造となっていたが、前者の

資金が後者に属する金融業者へと預けられること

も、決して珍しい現象ではなかった（金 , 2000, 
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pp. 35-40）。換言すれば、より営利色の強い私金
融業者の資金源として、小規模な私金融である金

融契が機能していたことになる。

　貸付先が契の構成員であった場合でも、また外

部の金融業者であった場合にも、貸与から一定期

間を経た後に、運営責任者は債務者から債権回

収を行い、元本および利息を各構成員に均等配

分し、当該契の解散を宣言する。1970年代前半、
韓国における銀行の名目貸付利率が年11-12％で
あった一方、契を始めとする私金融の名目年利

は30-50％と極めて高く（植木 , 1969, pp. 50-67. 
申 , 1990, pp. 97-106）、契の手法を繰り返すこと
は農村住民にとって、余剰資金の運用による利殖

などといった便益につながっていた。しかし政府

は、こうした私金融が法定金利15を上回る利率を

設定していることを批判し、セマウル運動の一環

として農村金融の近代化を提唱した（パク・チナ

ン , 2006）。
　但し、これは農村金融の現状に対する実質的な

変化を伴う施策へと結びつくものではなかった。

1960年代以来、韓国政府は勤労を奨励するキャ
ンペーン・再建国民運動を、都市部を含む全国で

進めてきたが、1975年に同運動を正式に終了さ
せるにあたり、同運動の一環として普及が進めら

れてきた各種組合などの相互金融組織を、「マウ

ル金庫（마을금고）」と改称させた16。非営利型

の相互金融機関が、セマウル運動の趣旨に従って

農村近代化に貢献するような資金の貸付を行うこ

とを期待したと思われる、象徴としての側面が強

い施策であった。しかしこれは、従来の金融組織

の名称だけを変更し、都市部を主たる活動場所と

する事業内容や組織形態に変更を加えるものでは

なかった。従ってマウル金庫への改称は、各種組

合を利用してきた都市住民にセマウル運動の存在

をアピールするという象徴的な意味しか持たず、

私金融が主流という農村金融の形態を変えるもの

ではなかった。

　マウル金庫への改称が農村金融の現状を変える

ものではなかった一方、農村部では私金融が金融

の主流としての地位を占め続けていた。1970年
代当時の韓国で金融契を始めとする私金融が存続

した理由としては、第一に正規金融機関から融資

を受ける際に生じる貸付金利以外の債務者負担、

すなわち取引費用が高く、その取引費用が正規金

融における実質的な貸付利率を引き上げてしまう

ことが挙げられる。そして第二に、預金者の立場

から見れば、物価上昇の進んでいた当時の韓国17

で、名目預金金利年30％以上に及ぶ金融契を通
じた資産運用が、貴重な利殖手段となっていたこ

とが挙げられる。

　第一の理由については、1970年代の韓国に限
らず、多くの途上国農村で正規金融機関が定着し

ない原因として、先行研究において繰り返し指摘

されてきた点である18。即ち、銀行や農協などか

らの融資は、名目上の年利こそ私金融に比べて低

いものの、その低利による融資を受けるためには、

農民は交通費を払って遠隔地の金融機関窓口まで

出向かねばならず、融資を受ける際の担保や保証

人の用意、或いは収入や資産の証明書類の準備を

しなければならない。また、借入を希望したから

といって金融機関による審査に合格するとは限ら

ず、返済能力が欠如していると判断された場合、

それまでの準備に要した手間は水泡に帰す。一方、

地縁をベースとした金融契は、名目上の利率こそ

高いものの、その会合に出席するのに遠隔地へ出

向く必要はなく、また煩雑な手続きも不要である。

それ故、農村住民の視点からは、年30-50％とい
う一見すると高利に思える金融契の利率も、正規

金融を利用した際の実質負担と比べるならば、さ

ほど高い水準ではないと判断されるのである。さ

らに、前述のように当時の韓国はインフレが進行

していたため、実質的な返済利率は名目利率を下

回ることになる。

　第二の理由については、韓国の農村事情とも

関連がある。韓国の農村住民は総所得に占める

農外所得比率が20％に満たない水準にあり、こ
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うした農外所得の乏しさはセマウル運動開始後

も1990年代に至るまで変化しなかった（竹歳 , 
1999）。そうした中で手持ちの資金を、金融契を
通じて運用し、年3割から5割の利息を得ること
は、農外所得に乏しい農民にとって貴重な利殖の

手段となる。特に、先述のように物価上昇が続い

ていた1970年代の韓国では、低利の正規金融機
関に余剰資金を預けていては事実上のマイナス金

利となり、資産が目減りしかねないため、農村住

民にとっては尚のこと正規金融機関を利用するメ

リットは希薄ということになる。こうした事情

ゆえ、先述のように、1970年代の韓国農村では、
実に90％を超える世帯が金融契に加わっていた
と見ることができるのである。

　これらの理由により、預金者の立場から見るな

らば、金融契で運用していた資金を正規の金融機

関を通じて運用することは、資産運用による利殖

という農外所得源が減少するという不利益を被り

こそすれ、新たな便益を得ることにはつながらな

かったのである。

５．私金融陽性化措置とセマウル営農会の
　設置

　上述のように、セマウル運動の一環として行わ

れたマウル金庫への改称措置は、1970年代前半
の韓国農村における金融形態に根本的な変化を与

えるものではなかった。一方、当時の韓国都市部

では1960年代から続いていた輸出主導工業化政
策による好況が収束する中、私金融の高利が経済

政策上の重要なイシューとして浮上していた。先

述のように、当時の韓国の私金融は名目金利が

30-50％という高水準にあった訳だが、経済成長
が鈍化した1970年代に入り、この高利故に債務
を返済できない企業が都市部を中心に増加したの

である。

　こうした状況を受け、政府は1972年8月、「私
金融陽性化（사금융양성화）」と呼ばれる措置を

打ち出した。この措置は、市場のマネーを高利の

私金融から低利の正規金融機関へと誘導すること

を目的とするものであった。

　韓国政府が同様の趣旨に基づく措置をとったの

は、これが始めてではなく、1965年にも同様の
措置をとっている。1965年の措置は、銀行の貸
付金利を低水準に抑え、正規金融機関からの借入

を促進する一方、銀行の預金金利を引き上げ、正

規金融機関への余剰資金流入を促すというもので

あった。しかしこれは、必然的に銀行の経営を悪

化させる結果を招き、1968年に中止されてしまっ
た。1972年の措置は、この反省を生かし、正規
金融機関の経営悪化を招かない方法で進められ

た。具体的には、私金融の債務者に対し、自らの

債務の額と債権者名を申告させた上で、当該債務

を銀行等の正規金融機関を通じて返済するよう政

府が指導するという手続きがとられた。この際の

返済利率は、私金融業者の定める高利ではなく、

正規金融機関が設定する低水準のものが適用され

ることとした。一方政府は、債権者に対して当該

債権を、正規金融機関を通じて回収するよう指示

した19。

　1972年の私金融陽性化措置によって債務者が
申告した私金融の債務額は全国で3400億ウォン
に上り、同年の韓国国内の正規金融機関による貸

付総額1兆ウォンのおよそ3分の1に相当する額
となった（金 , 2000, pp. 35-52）。ただ、この措
置は債務者が自主的に申告した額面のみを反映し

ているため、当然ながら私金融の貸付総額全体を

必ずしも反映しているとは限らない。当時の私金

融の規模に関してはいくつかの推計値が算出され

ているが、これらによると、申告からは少なから

ぬ私金融債務が漏れていると見られている20。

　1972年8月の私金融陽性化措置は、都市部中
小企業の財務体質悪化を受けて行われたものであ

り、その第一義的な「陽性化」の対象は、営利を

目的とする高利の私金融業者であった。しかし前

章で述べたように、この私金融業者の資金調達元
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の中には、利殖を目的として農村住民が結成す

る金融契も含まれていた。そのため当該措置は

1974年以降、農村部における私金融、特にその
主流をであった金融契に対しても実施されること

となった。但し、上述のように当時の韓国農村部

は正規金融機関がほとんど存在していなかったた

め、金融契の陽性化措置は、その受け皿として相

互信用金庫と呼ばれる相互金融機関を全国におよ

そ300設立し、そこに金融契で融通される資金を
誘導するという方法で進められた（金 , 2010, pp. 
5-7）21。
　農村部においても私金融陽性化措置の基本的な

進め方は都市部と同じで、金融契の債務者に債務

総額を申告させ、その返済を相互信用金庫経由で

行わせるというものであった。金融契の陽性化措

置が都市部私金融のそれと大きく異なるのは、政

府によって資金の融通場所として誘導された相互

信用金庫が、その運営方式において従来の金融

契を基本的に踏襲していたという点である（金 , 
2010, p. 8）。金融契は、住民が少人数のグループ
を組み、各人が等しく拠出した掛金を集めた上で

融資対象者に貸し付けるという方式をとっていた

が、金融契を編入した相互信用金庫は、従来金融

契の責任者が担っていた資金の運用・管理を代わ

りに行い、貸付利率および返済利子が法定金利内

に納まるよう監督する一方、金融契のローカル性

や一口ずつの掛金拠出といったシステムを維持し

たのである22。これは、私金融であった金融契が、

政府の措置によって正規金融機関へ組み込まれた

ものと見ることができる。

　このように、金融契の陽性化措置が従来の農村

私金融の形態を基本的に維持しつつ進められた背

景には、1970年代半ばの韓国農村において、金
融契の社会的・経済的役割が決して小さくなかっ

たという点がある。図表1は、1970年代後半か
ら1980年代半ばまでの、全国各地の相互信用金
庫の資金調達状況を集計したものである。

　相互信用金庫は、農協などと同じく通常の相

互金融業務も取り扱っていたが、1979年の時点
でその掛金は、契方式による掛金の1割程度に留
まっていた。契方式による掛金は、1981年まで
増え続けた後、通常の相互金融業務による掛金が

増加し、またそれを上回る勢いで借入金が増加し

ていく一方23、減少傾向に転じている。この表か

らは、1970年代の韓国農村における金融契の役
割が他の金融方式に比べて大きなものであったこ

とが読み取れる。

　相互信用金庫は、当時年11％前後であった商
業銀行の名目貸付金利に比べ、年15％前後とい
う比較的高い名目貸付金利が設定されていた。こ

の15％という水準は、金融契の30-50％に比べれ
ば低く、従来に比して債務者の負担を軽減する側

面は持っていた。その点において、私金融陽性化

措置が債務者の負担を一定程度緩和させるもので

あったことは確かである。しかし、この相互信用

金庫の貸付利率は、同時期の商業銀行の貸付年利

11%と比べるならば高い利率であり、陽性化措
置の後も、農村金融の債務者負担は都市のそれを

上回るという不平等な状態が続くこととなった。

　他方、債権者の立場から見ると、相互信用金庫

への金融契編入のデメリットはより鮮明である。

即ち、相互信用金庫の貸付利率は年15％、そこ
から金融機関の中間マージンが差し引かれるた

め、従来金融契で余剰資金を運用していた頃に比

べ、債権者の得る利息が半分以下に落ち込むので

ある。先述のように、金融契は農村住民相互の資

金融通という側面を持っていた一方、利息収入を

図表1：相互信用金庫の資金調達（単位：億ウォン）

相互金融掛金 （うち契掛金）（契以外） 借入金
1977年 848 811 37 224
1979年 2,256 2,042 214 587
1981年 3,644 2,469 1,175 2,755
1983年 7,110 1,534 5,576 8,513
1985年 9,469 470 8,999 20,025
出典：金（2010）を元に、筆者が作成
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専らの目的として掛金を拠出する構成員がいるな

ど、農村住民にとって利殖の機会としても用いら

れていた。そして、金融契に加入していた農村

住民の比率が93％という高い水準であったこと、
そしてここで拠出された掛金の一定部分が集落外

の金融業者などを通じて運用されていた点を鑑み

るならば、セマウル運動と同時に行われた私金融

陽性化措置は、農村住民が金融契という地縁を基

盤としたつながりから得る便益を大幅に目減りさ

せることとなったのである。

　この措置と並行して、政府は農協の全国的な支

店網拡大を進め、農協信用事業への預金吸収を推

進したが、農協が農産物の買上げを渋って地元農

村住民とトラブルになるなど、当時の農協は必ず

しも農村住民の信頼を得る組織ではなかった（民

主化運動記念事業会 , 2007）。そうした事情もあっ
て、上記の私金融陽性化措置が実施された後も、

農村部では密かに私金融としての金融契を組む住

民が絶えなかった。こうした状況に対処するため、

政府は1977年、セマウル運動の一環として全国
の農村集落にセマウル営農会と呼ばれる組織を設

立し、同会にセマウル運動の関連業務を担わせる

一方、同会と活動内容の重複する既存農村組織を

強制的に解散させる法改正を実施した（チョン・

ギファン , 2003, pp. 90-98）。この営農会の活動
には、農業機械の購入を目的とした積立金の拠出・

運用なども含まれており、金融契はこれに重複す

る活動として解散の対象となった。

６．結びおよび課題

　今一度1970年代初頭の時点に遡ってみると、
韓国の農村住民たちは、自らの居住地域に正規金

融機関が皆無である中、近隣住民と金融契を組む

ことで低い取引費用による資金調達を実現し、ま

た高利回りによる利殖という便益を得ていた。金

融契に加わることでこの便益を得ていた世帯は、

当時の農村世帯の90％以上という、きわめて広

範に及ぶものであった。

　こうした状況に対して政府は、セマウル運動と

同時期に実施した私金融陽性化措置において、金

融契を正規金融機関である相互信用金庫に編入し

た。これは名目貸付金利の大幅な引き下げを伴っ

てはいたが、その利率は依然として都市部の商業

銀行に比べると高い水準にあり、都農間の不公平

感を残すものであった。加えて、預金金利が大幅

に引き下げられたことにより、住民は従来金融契

を通じて得ていた利殖の機会が損なわれることと

なった。また、この時期に政府がセマウル運動の

一環として行った事業のうち、金融契に関するも

のとしては、相互金融機関のマウル金庫への改称

とセマウル営農会の設立が挙げられるが、前者は

象徴的な意味合いしか持たないものであり、後者

は私金融陽性化措置の後も細々と続けられていた

金融契を法的に禁じるというものであった。

　以上の経緯を本研究の理論的立場から見るなら

ば、1970年代韓国農村部において政府が実施し
たセマウル運動および金融政策は、農村住民によ

る私金融活動を通じた利殖機会へのアクセスを損

ねたという点において、彼らの地縁的つながりか

ら得られる便益を著しく目減りさせるものであっ

たと言える。換言すれば、理念的には村落の住民

ネットワークの活性化を志向していたにもかかわ

らず、セマウル運動期の韓国の農村政策は、少な

くとも金融契を通じた利殖を不可能にしたという

点においては、農村住民の地縁的つながりから得

られる便益を損ねるものであったとすることがで

きる。また、同政策によって設立された農村向け

金融機関も、その貸付利率は都市部の銀行に比し

て割高に設定されており、都農間の不平等性が残

るという課題を含んだものであった。

　本研究は、農村部における私金融を住民ネット

ワークとして扱うものであったが、当然ながら、

1970年代当時の韓国農村には、金融以外の面で
も様々な地縁的つながりを基盤とした互助関係が

成立していた。それらに対して当時の政府の施策
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がどのような影響を与えたのかについては、まだ

充分な分析がなされていないところが多い。また、

今回分析の対象とした諸政策が、地縁的つながり

を通じた私金融以外の面で農村住民にどのような

便益をもたらしているかについて、本稿は明らか

にしていない。本稿で取り上げた諸政策は、上述

の通り地縁をベースとした私金融による利殖とい

う便益を損ねるものではあったが、それ以外の面

で何らかの新たな便益を住民に与えた可能性は否

定できず、この点については更なる調査・分析が

必要となる。

　本稿冒頭において紹介したように、韓国政府は

近年、開発援助の一環としてセマウル運動の手法

を外国にも援用することに積極的な姿勢を見せて

いる。しかし、本稿における考察からは、1970
年代の韓国政府が、セマウル運動およびそれに関

連する政策を推進する中で、農業のみならず、私

金融を含む農村生活全般への介入を行った結果、

農村住民が利殖の機会の一つを失うという否定的

な効果が確認された。この点を考慮するならば、

セマウル運動は農村所得の向上や農村インフラの

建設に一定の貢献はあったのかもしれないが、同

時に農村住民に対して一定の負の影響ももたらし

たとすることができる。従って、今後韓国政府が

セマウル運動やそれに関連する政策を外国へ援用

するに当たっては、同運動が農村住民に与えうる

否定的影響を慎重に検討することが必要になると

思われる。ただ、本稿は韓国以外の国々における

農村金融について考察を行っていない。韓国以外

の国々の事情について考察し、本稿の分析結果が

どれほど普遍性を持つのかという点については、

今後の課題としたい。
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付記：本稿は、2012年10月14日に福井市で行
われた北東アジア学会第18回学術研究大会にお
ける分科会報告を元に作成したものである。報告

に際して助言を下さった諸氏に謝意を表する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　「セマウル（새마을）」は、韓国語で「新しい村」と
いう意味である。
２　セマウル運動の公式上の理念および推進方法につい
ては、セマウル運動中央会（2000）およびパク・チナ
ン（2005）の記述に依った。
３　韓国におけるセマウル運動の宣伝強化については、

2006年 6月 12日付『朝鮮日報』などを参照。
４　政治学では、ソーシャル・キャピタルを地域共同体
そのものの政治的・経済的パフォーマンスを計る尺度
とする研究がなされてきたが、本研究ではこうした観
点は用いないこととする。
５　韓国の社会ネットワークにおける血縁の重要性を指
摘したものとしては服部（1992）、伊藤（2008）、宮嶋
（1995）などがある。
６　韓国の民法は2008年1月に改正法が施行されるまで、
同姓同本同士の婚姻を近親婚として禁止していた。
７　但し、例外として同姓異本の者を便宜的に同族に含
める事例があるほか、異姓同本の者を同族に含めるか
は、ケース・バイ・ケースである。
８　例えば、南西部・全羅南道の離島で生まれた元大統領・
金大中の本貫は金海（김해）であるが、金海市や金海
国際空港の所在地・釜山市は南東部にあり、金大中の
出生地からは大きく離れている。
９　両班の子孫と常民（平民）の子孫との間で血縁意識
が異なる点については宮嶋（1995）を参照。

10　加えて、1970年前後の韓国農村では、都市への移住
を目的として離農する者も多かったため、流動性は一
層高い水準にあったと推測される。

11　但し、同一村落内に住む親族同士が契を組むことが
あるなど、契は血縁性を完全には排除しない。

12　契の基本的性質については崔（1979）および李萬甲
（1981）に依った。

13　ここで言う正規金融機関とは、韓国政府から金融業
務取扱の認可を得て資金の融通を行う組織を意味する。
これに対して、政府当局からの許可を得ないまま金融
業務を行う主体およびその活動を私金融と呼ぶことに
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する。
14　制度上は、1960年代から国民銀行が中小企業や農民
向けの融資活動を行っていたが、当時の国民銀行の貸
付先は、額面ベースで 90％以上が都市部の中小企業で
あり、農村向けの貸付金額は全体の 10％以下、当時の
レートで数千万円程度に過ぎなかった。

15　当時、商業銀行の利率は、景気拡大を目的として抑
制されていた。

16　セマウル金庫ウェブサイト http://kfcc.co.kr/04_
introduce/introduce0201.jspを参照（2012年 10月 29
日参照）。尚、マウル金庫は 1982年に「セマウル金庫（새
마을금고）」へと再改称されると同時に、銀行業務をも
行う金融機関へと改組された。

17　1970年代の韓国における年平均の物価上昇率は
5-8％であった。

18　発展途上国の農村における金融の取引費用について
は泉田（2003）を参照。

19　尚、当時の大統領・朴正煕は、1961年 5月にクーデ
タを経て政権を掌握した直後、最初の政令として農民
の債務を大幅に減免する事実上の徳政令を布告してい
るが、当該政令においてもこの債務減免と全く同じ手
続きがとられている。

20　金（2000）が、1970年代初頭における韓国全体の私
金融市場規模を正規金融市場の 3分の 1とするデータ
を紹介している一方、植木（1969）は、1966年時点で、
韓国の漁村における私金融債務額が正規金融債務額の
1.5倍になるという推計値を紹介している。

21　但し、相互信用金庫は新規の金融機関を設立する形
態よりも、既存の私金融業者に相互信用金庫としての
営業認可を付与する形態の方が一般的だった。

22　但し、金融契がグループメンバーの中途参入を基本
的に認めていなかったのに対し、相互信用金庫はメン
バーの離脱・中途参入を原則認めるなど、細かな違い
はいくつかあった。

23借入金の増加は、1980年代に入って銀行業務が解禁さ
れたことによるものである。
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Though there have been many studies 
on Saemaul Undong, a government-led cam-
paign on rural development in 1970s’ Korea, 
almost of them have focused on its economic. 
Meanwhile, few studies have argued the social 
changes of the rural areas under Saemaul Un-
dong. In addition, studies which focus on rural 
policies in the 1970s’ Korea other than Sae-
maul Undong have also been rare. This study 
reviews how Saemaul Undong and the rural fi-
nancial policies in 1970s’ Korea worked on the 
country’s informal rural finance based on local 
communities.

The official discourses of Saemaul Undong 
insisted the empowerment of local communities 
in rural areas. If it was implemented correctly 

by the government, seen from the perspective 
of the framework of social capital, the rural 
residents’ interests gained from their commu-
nities are thought to be increased.

However, this study reveals that the rural 
residents’ financial interests from their local 
communities were decreased by the policies. 
Though the rural residents had accessed the 
opportunities of moneymaking through their lo-
cal communities until the beginning of Saemaul 
Undong and rural financial policies related to 
it in 1970, the policies decreased the opportuni-
ties through the reduction of financial interest 
rate implemented in the name of ‘financial 
modernization.’

The Changes of Informal Finance in Korea’s Rural Areas in the 1970s
– In the Context of Rural Policies in the Age of the Saemaul Undong –

NAWAKURA Akio（PhD student, Meiji University）
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